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新  年  メ  ッ  セ  ー  ジ
「復興・再生から新たな飛躍へ」



【岐阜県　地域別有効求人倍率の推移】
　当協会において岐阜労働局が地域別に発表している有効求人倍率を基に岐阜県のハローワークごとの有効求
人倍率（学卒除き、パート含む）をまとめた。
　岐阜県の全地域において、平成20年度から平成21年度にかけて大幅な減少となった。今年度については震災の
影響もあってか3月から5月にかけて減少が続いている。しかし、それ以降については増加傾向となっており、８月
の段階から震災前の状況を上回る推移となっている。

【岐阜経協調べ 平成23年 年末賞与状況第３報】
　当協会は、会員企業の皆様からご回答をい
ただき、集計している「平成23年 年末賞与状
況第３報」（12月8日時点）をまとめた。
　集計可能であった55社の平均は、492,923円
（前年度調査比16,763円増）、1.88ヶ月（同0.04ヶ
月増）となり、支給額では全ての項目におい
て対前年度比を上回っている。

　当協会では、県内企業の実態に合った
調査に努めています。引き続き調査のご
協力をお願い致します。

　第4報（最終報）は、平成24年1月16日
（月）に発送の予定
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平成23年 年末賞与 特別集計（平成23年12月8日時点）

集計社数
（単位：社）

平成23年末支給状況 平成22年末支給状況

支給額
（単位：円）

支給月数
（単位：月）

支給額
（単位：円）

支給月数
（単位：月）

総        計

製   造   業

非 製 造 業

100人未満

100～299人

300人以上

55

33

22

11

26

18

492,923

526,699

442,258

245,378

544,051

570,349

1.88

2.01

1.67

1.08

1.97

2.23

476,160

499,977

440,434

244,640

533,108

535,387

1.84

1.94

1.69

1.07

1.96

2.14

岐阜県のハローワークごとの有効求人倍率（学卒除き、パート含む）

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4
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※ 平成23年1月分公表時に、季節調整値が新季節指数により改訂されている。
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20年度
平均
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平成
22年度
平均

平成22年
10月

平成23年
1月 9月 10月

0.63

0.77

0.92

1.12

0.74

0.79

0.77

1.01

0.99

0.66

1.19

0.31

0.45

0.50

0.64

0.44

0.35

0.59

0.48

0.45

0.28

0.59

0.31

0.56

0.66

0.75

0.60

0.53

0.65

0.63

0.70

0.54

0.81

0.45

0.56

0.73

0.82

0.64

0.60

0.74

0.73

0.79

0.63

0.85

0.47

0.57

0.74

0.84

0.64

0.61

0.72

0.71

0.80

0.70

0.89

0.48

0.58

0.76

0.86

0.67

0.64

0.66

0.71

0.79

0.67

1.02

0.5
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0.85
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0.69

1.01
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0.83
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0.70
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0.69

0.73

0.64

0.67

0.67

0.71

0.71

0.60

0.78

0.42
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0.64

0.70

0.61

0.57

0.57
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0.64

0.58
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0.63
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0.64

0.63

0.74

0.73

0.62

0.90

0.47

0.64

0.72

0.76

0.66

0.65

0.72

0.83

0.74

0.68

1.00

0.52

0.66

0.81

0.86

0.72

0.71

0.81

0.93

0.83

0.76

1.10

0.54

0.67
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0.76

0.74

0.86

0.98
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0.76
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0.56
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0.97
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全国（季調値）

岐阜県（正社員）

大垣

恵那

美濃加茂

多治見

関

全国（季調値）
大垣

美濃加茂
多治見

中津川

岐阜
高山
県全体

恵那
関

中津川

岐阜

高山

県全体

※ データ出所：厚生労働省、岐阜労働局
※ 全国の数字は季節調整値、岐阜県の数字は原数値。
※ 平成22年12月以前の有効求人倍率（季節調整値：全国）は、平成23年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。
※ 正社員の有効求人倍率は、正社員有効求人数を、「常用フルタイム有効求職者数」で割っているが、「常用フルタイム有効求職者数」にはフルタイムの派遣や契約社員も含まれる。
　 そのため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となっている。
※大垣所分は揖斐出張所分を、また、平成21年4月以降の関所分は岐阜八幡出張所分を含む

※集計は単純平均
※回答が未記入であった「金額」「月数」項目については、「平均ベース額」を元に、岐阜経協にて
　算出して集計に加えた。

（倍）

岐阜県（正社員）



労働行政レーダー
ヘッドライン
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【技能実習生関係の監督指導の状況
　　　　　　割増賃金の違反がトップ】
　岐阜労働局労働基準部監督課は技能実習生等受入適
正化推進会議で県内の技能実習生関係の監督指導状況
について発表した。
　それによると、平成18年度から平成22年度において
は、労働基準法（以下、労基法）第37条（割増賃金）違反が
全ての年度で最多となっている。次いで多いのは労基法
第32条（労働時間）違反で、平成21年度を除いた年度で2
番目の多さであった。（下のグラフ参照）
　平成23年度については10月までの途中経過が発表さ
れたが、やはり多いのは労基法第37条と同第32条違反で
あり、その他についても例年と同様の傾向であった。（下
表参照）

　改正パートタイム労働法施行を機に、雇用管理の改善等を「実施した」
事業所は48.8％となった。実施した内容は「パートの労働条件通知書等で、
特定事項（賞与、昇給、退職金）を明示するようにした」が60.3％で最も高く
なった。

改正パートタイム労働法施行を機に
                                      雇用管理の改善策実施　約5割

資料出所：厚生労働省「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の
　　　　　東日本大震災への対応について」より

　常時雇用労働者が101人以上の企業の届出率は前月から4件増加し
99.8％、301人以下の企業では100.0％となった
　また、同計画は平成24年7月1日より従業員数が100人以下の事業主にも
適用されることとなっている。

一般事業主行動計画策定届出及び認定状況（平成23年9月末現在）

資料出所：岐阜労働局雇用均等室「都道府県別一般事業主行動計画策定届の
　　　　 届出及び認定状況」より

　厚生労働省は平成24年度から試行雇用奨励金の支給対象年齢を現
行の39歳から44歳まで引き上げる方針である。

試行雇用奨励金　支給対象拡大の方針

　～「日系定住外国人施策と外国人労働者をめぐる現状と課題」の開催に
ついて～
　岐阜県は、内閣府定住外国人施策推進室との共催で「日系定住外国人
施策と外国人労働者をめぐる現状と課題」をテーマとした公開セミナーを開
催します。

技能実習生関係監督指導実施状況

実習実施機関に対する監督指導結果（平成23年4月～10月）

資料出所：岐阜労働局労働基準部監督課「技能実習生関係監督指導実施状況
　　　　　（平成18年度～平成22年度」より

※n=監督実施事業場数
※年度によって監督実施事業所数は違う

資料出所：岐阜労働局労働基準部監督課「実習実施機関に対する監督指導結果
　　　　（平成23年4月～10月）」より

お知らせ
定住外国人施策（共生社会政策）公開セミナー

場　   所

日　    時 平成２４年２月２１日（火）　１３:３０～１６：００

じゅうろくプラザ  大会議室（JR岐阜駅隣接）

定　　員 ２００名（どなたでも参加できますが、事前登録が必要です）

◆行政説明「日系定住外国人施策に関する行動計画」の策定について
　内閣府定住外国人施策推進室　齋藤馨参事官
◆基調講演「外国人労働者をめぐる現状・課題と企業に求められる役割」（仮）
　講師：山川隆一　慶応義塾大学法科大学院教授
◆企業の取組紹介：各企業担当者から発表予定

㈱大喜プラスチックス工業所（岡崎市）
天龍エアロコンポーネント㈱（各務原市）
三重工熱㈱（鈴鹿市）

費　　用 無料

構　　成

【お問合せ先】　岐阜県総合企画部国際課で受付。

〈業種別労働基準関係法令違反の状況〉

監督指導実施事業場数
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違反があった事業所の割合

最低賃金法第4条（最低賃金）

労働基準法第37条（割増賃金）

120120120
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東日本大震災における法律問題 ～人事・労務関係を中心に～

毛利法律事務所

小 森　正 悟
弁護士

氏

第188回人事・労務セミナーダイジェスト

(１)賃金関係（震災の影響による休業と賃金・
　　休業手当）

●①直接的影響による休業、②間接的影響による

休業、③一部の時間帯の休業の各場合がある
●民法536条1項＝ノーワーク・ノーペイ
●民法536条2項＝「使用者の責に帰すべき事由に

よる労働者の履行不能の場合、労働者は賃金請

求権を失わない」
●労基法26条＝「使用者の責に帰すべき事由によ

る休業の場合は、いわゆる休業手当を支払う」
●両条にいう「使用者の帰責事由」の関係
●労基法26条の帰属事由の方が、民法526条2項の

それよりも広い（＝労基法26条の帰責事由は、

①原因が事業の外部より発生した事故である

こと、②事業主が通常の経営者として最大の注

意を尽くしてもなお避けることのできない事

故であることの2つの要件を満たして免れる）
●各場合について、賃金又は休業手当の支払い義

務の有無を検討することになる

●震災の影響で、直接的な物理的影響で負傷、避

難する際に負傷、同僚を助けようとして負傷な

ど、各場合が想定される。
●平成23年3月24日付「東北地方太平洋沖地震に

係る業務上外の判断などについて」

●労働条件の変更は労働者との個別合意が原則
●就業規則の変更

●社内規定に基づく労災上積み補償の給付

(３)労災関係

(４)給与への打撃（給与引き下げ）

(２)労働者の安否関係
●賃金の支払いについて（直接払いの原則との

関係）
●退職金の支払いについて（死亡の認定にとの

関係）
●労災保険給付について（業務災害の認定との

関係）

●生死不明者の家族から何らの申し出も無い場

合の対応
●失踪宣告、認定死亡、今回の特例措置

⇒広い範囲で業務災害該当性を認めるという

判断基準を示した。

⇒賃金や退職金等の「労働者により重要な権

利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼ

す就業規則の変更については、当該条項が、

当該不利益を労働者に法的に受忍させるこ

とを許容できるだけの高度の必要性に基づ

いた合理的な内容のものである場合に有効

というべきである」（最判昭和63.2.16）

本稿は、さる11月17日（木）に長良川スポーツプラザで開催された
「第188回人事・労務セミナー」における、ご講演の概要です。

（事務局文責）
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●期間の定めのない労働契約における解雇

(５)経営への打撃（解雇・雇い止め・内定取り消し・
　　派遣契約の中途解約）

●期間の定めのある労働契約における解雇・雇止め

(６)震災と懲戒処分（出張命令の拒否）

⇒【解雇について】「使用者は、やむを得ない事

由がある場合でなければ、その契約期間の

満了までの間、解雇はできない」（労契法17

条1項）

⇒【雇い止めについて】解雇権濫用法理を類推

適用したり、雇用継続への期待権を保護す

る最高裁判例の存在
●採用内定の取り消し
⇒内定取り消しが客観的に合理的で社会通念

上相当として認められるか否かを基準とし

て判断されることとなる（最判昭57.7.20）

⇒具体的には、整理解雇の4要件に準じて判断

する
●派遣契約の中途解約
⇒原則は、派遣契約上の定めに従った解約手

続きまたは派遣会社の合意が必要

⇒原則によれない場合（債務不履行）、政府の

指針では、①相当の猶予期間をもって申入

れる、②派遣労働者の新たな職場機会の確

保を図る、③就業機会の確保が不能の派遣

会社に生じた損害の賠償が求められる

⇒不可効力による履行不能であれば、民法536

条1項の考え方でよい

●原子力災害特別措置法に基づく各種制限
⇒「警戒区域」や「緊急時非難準備区域」とは

●使用者が安全性配慮義務を果たしていない場

合、労働者としては、業務命令を拒絶しても懲

戒処分は受けず、また、賃金請求権も失わない

と解し得る

●上記指定区域外への出張の場合であって、漠然

とした不安では拒否理由にならない

（８）震災対応のための個人情報取得
●労働者の携帯電話のアドレスで緊急連絡網を

作成している場合に、当該アドレスを新たに安

否確認サービスに登録することの適否
●緊急連絡網等の整備のため、新たに労働者から

アドレスを取得しようとする場合、義務付けが

できるか否か

まとめ
①法秩序が失われたとき、乱れたときこそ、法・ルール

が要請される

②法・ルールにより想定される「一応の」結論を見据え

て、具体的な被災者・被災地の状況を考慮してトラ

ブルの解決案を見出していくことが、その後の復

興のために大切である

③解決の指針として従来の法・裁判例のみでなく、政

府による通達やガイドラインが頻繁に出されるこ

とから、これに注意する

⇒平常時と比較して厳格に検討されること

が想定されるから、懲戒処分を行う場合は、

被災地に残留していた理由などをよく聴取

して判断する必要がある

(７)震災と懲戒処分（安否確認を理由とする欠勤
●有給休暇でなければ、当然欠勤に該当する

⇒整理解雇の4要件（要素）
①人員削減の必要性
②解雇回避努力義務を尽くしたこと
③人選の合理性
④手続きの妥当性　　　　をあてはめる 「家族の安否が確認できた場合」

「家族の安否が確認できない場合」

「被災地に残留すべき特別な事情のない場合」

「当該労働者と連絡が取れない場合」


